
相談対応
機関

県内１２カ所の消費生活センター等
（相談機関名、電話番号、受付時間は裏面をご覧ください。）

岩手県立

県民生活センター

ホームページ

Facebook X
（旧:Twitter）

Instagram

【発行・問合せ先/岩手県立県民生活センター 019-624-2586 広報協力/県内全市町村】

相談無料

令和７年１月20日（月）～24日（金）

商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など
消費生活に関するトラブルの解決のお手伝いをします。

※週間の期間以外も、随時相談を受け付けております。

令和６年度

若年者の
消費者トラブル

110番週間

１日で〇〇万稼げる
すぐに元がとれる

投資話

SNS広告
から見つけた

ブランド品や限定品

お試し価格での購入
今だけの

モニター価格

体験のつもりで
行った脱毛エステの
強引な勧誘・契約

消費者トラブルで困ったときは、
１人で悩まず相談！



※「若年者の消費者トラブル110番週間」以外も随時、ご相談を受け付けます。
上記のほかに、消費者ホットライン「１８８（局番なし）」に電話するとお近くの消費生活センター

等の消費生活相談窓口につながります。
電話でのご相談の場合は、つながった時点から通話料金が発生します。


